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明
治
維
新
前
後
の
神
宮
神
職
家
の
イ
エ
儀
礼

濱
千
代
　
早
由
美

序
　�

神
主
家
の
む
か
え
た
近
代
　
年
中
行
事
に
見
ら
れ
る

イ
エ
儀
礼
か
ら

　

明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
新
政
府
の
宗
教
政
策
の
一
環
と
し
て
、

神
宮
の
制
度
改
革
が
断
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
祀
職

家
や
御
師
な
ど
が
廃
絶
す
る
こ
と
と
な
り
、
神
宮
の
鳥
居
前
町
（
（
（

の
暮

ら
し
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
物
忌
家
に
お
い
て
、
明
治

維
新
を
ま
た
ぐ
時
期
に
記
さ
れ
た
三
篇
の
年
中
行
事
記
を
比
較
す
る

こ
と
に
よ
り
、
神
宮
神
職
家
が
ど
の
よ
う
に
近
代
を
迎
え
た
の
か
を

知
る
手
が
か
り
と
し
た
い
。

　

年
中
行
事
記
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
暦
の
問
題
に
も
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
太
陽
暦
へ
の
改
暦
も
ま
た
、
明
治
維
新
後
の
大
き
な

変
化
で
あ
っ
た
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）十
一
月
九
日
「
太
政
官
布

告
（
第
三
三
七
号
）」
に
よ
り
、
約
一
か
月
後
の
明
治
五
年
十
二
月
三

日
が
、
突
然
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
一
月
一
日
と
な
っ
た
。
改
暦

の
決
定
か
ら
施
行
ま
で
、
一
か
月
も
な
い
と
い
う
慌
た
だ
し
さ
で

あ
っ
た
こ
と
、
日
本
の
生
産
暦
が
旧
暦
（
太
陰
太
陽
暦
）
に
合
致
し
て

い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
改
暦
に
伴
う
混
乱
は
各
地
で
み
ら
れ
た
。
庶

民
は
新
暦
に
変
わ
っ
て
も
旧
暦
に
も
と
づ
い
て
生
活
し
よ
う
と
し
、

年
中
行
事
や
私
的
な
こ
と
は
旧
暦
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い

う
。
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
第
二
十
四
回
帝
国
議
会
で
「
太
陰

暦
月
日
ヲ
暦
ニ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
廃
ス
ル
ノ
議
」
が
決
定
さ
れ
、
文

部
省
令
に
よ
り
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
度
よ
り
、
暦
に
旧
暦

を
書
く
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
禁
じ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、

こ
の
こ
ろ
ま
で
旧
暦
に
依
拠
し
た
暮
ら
し
が
一
般
的
だ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
全
国
的
に
新
暦
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

戦
後
の
高
度
成
長
期
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
と
お
り
、
神
宮
と
暦
の
関
係
は
深
い
。
御
師

は
、
年
末
に
神
宮
大
麻
と
と
も
に
伊
勢
暦
を
配
っ
た
が
、
御
師
制
度

の
廃
止
に
よ
っ
て
伊
勢
暦
の
頒
暦
も
中
止
さ
れ
た
。
頒
暦
商
社
が
組
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織
さ
れ
て
頒
布
を
行
っ
た
が
、
暦
注
の
な
い
新
暦
は
売
れ
行
き
が
悪

か
っ
た
と
い
う
。
内
務
省
は
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）、
神
宮
司

庁
に
頒
暦
を
委
ね
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
か
ら
昭
和
二
十
年
（
一

九
四
五
）
ま
で
の
官
暦
は
神
宮
司
庁
が
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
前
、
日
本
に
お
い
て
一
般
に
頒
布
さ
れ
る
冊
子

形
式
の
暦
は
、
大
日
本
帝
国
政
府
が
編
纂
し
神
宮
司
庁
が
発
行
す
る

本
暦
の
み
だ
っ
た
。
新
暦
が
発
行
さ
れ
る
町
と
な
っ
た
伊
勢
で
、
改

暦
を
ふ
く
ん
だ
近
代
化
が
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題

も
、
興
味
の
つ
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
一
章
　
神
職
家
の
年
中
行
事
記
録

　

年
中
行
事
は
、
毎
年
、
毎
年
、
同
じ
日
に
繰
り
返
さ
れ
る
一
連
の

行
事
で
あ
る
。
本
稿
で
参
照
す
る
資
料
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
傾
向
は

異
な
る
も
の
の
、
行
事
の
日
程
、
用
意
す
べ
き
も
の
、
連
絡
す
べ
き

人
、
膳
の
配
置
、
供
物
の
供
え
方
な
ど
が
細
か
く
記
さ
れ
、
変
更
点

は
そ
の
都
度
追
記
さ
れ
る
。
記
帳
や
整
理
は
一
見
、
煩
雑
に
見
え
る

が
、
合
理
的
な
判
断
の
基
準
と
な
っ
て
い
た
。
何
を
ど
れ
だ
け
用
意

す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
用
意
す
る
の
か
、
年
頭
の
挨
拶
に
行
く
か

ど
う
か
な
ど
、
付
き
合
い
方
の
判
断
は
、
記
録
さ
れ
た
「
先
例
」
に

な
ら
い
、
変
更
す
る
場
合
は
合
理
的
な
判
断
の
元
に
行
わ
れ
、
こ
れ

ら
の
変
更
も
ま
た
、
追
記
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

本
稿
で
参
照
す
る
の
は
、
神
宮
の
御
師
・
岩
井
田
大
夫
で
あ
る
と

同
時
に
、
神
宮
の
祠
官
を
つ
と
め
た
岩
井
田
家
の
年
中
行
事
記
で
あ

る
。
岩
井
田
家
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
近
世
ま
で
内
宮
大お

お

物も
の

忌い
み
の

父ち
ち

を
家
職
と
し
た
。
大
物
忌
父
は
、
神
宮
祭
祀
の
う
ち
、
神
饌
や
玉
串

の
奉
典
、
正
殿
の
鍵
の
取
り
扱
い
な
ど
の
重
要
な
役
割
を
担
う
童
女

（
物
忌
、
子
良
）
の
補
佐
役
と
さ
れ
、
神
宮
内
で
重
要
な
地
位
に
あ
っ

た
。
大
物
忌
父
と
物
忌
と
の
関
係
は
、
古
代
に
は
実
の
親
子
で
あ
っ

た
が
、
後
世
に
は
大
物
忌
父
を
つ
と
め
る
家
が
固
定
化
し
、
物
忌
と

擬
制
的
親
子
関
係
を
結
ん
で
つ
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
中

世
頃
よ
り
大
物
忌
父
は
権
禰
宜
を
兼
務
し
、
長
官
禰
宜
の
被
官
と
し

て
公
文
な
ど
の
職
に
も
携
わ
っ
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）、
新
政

府
の
宗
教
政
策
の
一
環
と
し
て
、
伊
勢
神
宮
の
制
度
改
革
が
断
行
さ

れ
る
が
、
岩
井
田
家
も
例
外
で
は
な
く
こ
の
対
象
と
な
り
、
御
師
廃

絶
後
は
、
何
人
か
の
御
師
と
と
も
に
養
蚕
業
を
お
こ
し
た
り
、
神
宮

皇
學
館
の
学
生
対
象
の
下
宿
を
営
ん
だ
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
神
宮
と
の
関
係
が
途
絶
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
十
六
代
尚ひ

さ

行ゆ
き

（
天
保
十
年
四
月
十
八
日
～
明
治
二
十
九
年
四
月
十
六
日
）
は
、
そ
の

後
、
再
度
神
宮
主
典
に
任
じ
ら
れ
、
遷
宮
造
営
な
ど
に
も
関
わ
り
、

後
に
は
権
禰
宜
と
な
っ
て
い
る
。

　

岩
井
田
家
所
蔵
の
史
料
群
（
以
下
、「
岩
井
田
家
資
料
（
（
（

」）
に
は
、『
留

守
中
心
得
雑
記
』『
年
中
行
叓
記
草
稿
』
の
二
点
の
年
中
行
事
記
が

含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
二
点
に
加
え
て
、『
内
宮
子
良
年
中
諸
格
雑

事
記
（
（
（

』
を
参
照
す
る
。
こ
の
資
料
も
岩
井
田
家
に
関
連
す
る
年
中
行
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事
記
で
あ
る
。

　

参
照
す
る
三
点
の
史
料
の
性
格
と
、
お
お
よ
そ
の
成
立
年
代
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。

①
『
内
宮
子
良
年
中
諸
格
雑
事
記
』
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）

　

物
忌
父
を
つ
と
め
た
原
時
芳
が
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
記

し
た
も
の
で
、
時
芳
の
子
孫
で
あ
る
時
量
の
代
に
、
岩
井
田
徳
輝
が

譲
り
受
け
た
。
以
後
、
岩
井
田
家
に
伝
わ
っ
た
自
筆
原
本
（
（
（

を
底
本
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
徳
輝
（
（
（

は
、
享
和
三
年
（
一
八
〇

三
）
に
生
ま
れ
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

禰
宜
を
経
て
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
年
正
月
、
物
忌
に
補
さ
れ
、

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
五
月
五
日
、
一
﨟
に
転
じ
た
。
神
宮
文
庫

に
は
、
孫
福
弘
孚
（
（
（

が
書
写
し
、
頭
注
と
書
き
入
れ
を
行
っ
た
複
写
本

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

白
散
御
饌
を
は
じ
め
、
諸
祭
の
準
備
や
直
会
、
配
分
な
ど
が
詳
細

に
記
さ
れ
、
子
良
長
官
年
礼
乃
式
法
、
子
良
放
な
ど
、
物
忌
父
と
し

て
の
記
述
も
特
徴
的
で
あ
る
。
三
点
の
中
で
は
、
神
宮
の
神
職
家
の

記
録
と
し
て
の
性
格
は
最
も
濃
い
が
、
神
宮
関
連
に
と
ど
ま
ら
ず
、

岩
井
田
家
初
連
歌
、
節
会
行
事
、
三
座
申
樂
翁
始
、
宇
治
二
郷
子
火

等
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

②
『
留
守
中
心
得
雑
記
』
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）

　

徳
輝
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
文

久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
記
さ
れ
た
『
留
守
中
心
得
雑
記
』
は
、
徳

輝
が
亡
く
な
っ
た
後
（
（
（

、
そ
の
子
で
あ
る
尚
行
の
代
に
実
施
し
て
い
た

年
中
行
事
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

冒
頭
に
朱
で
、「
臨
時
用
向
之
事
」
と
あ
り
、
途
中
ま
で
職
務
執

行
（
政
所
）
の
件
が
記
さ
れ
、
途
中
か
ら
、
年
中
行
事
に
つ
い
て
の

記
述
と
な
る
。
十
月
の
記
述
か
ら
は
じ
ま
り
三
月
ま
で
記
し
た
後
、

十
二
月
の
記
述
が
再
度
始
ま
っ
て
い
る
。
記
述
内
容
は
、
実
務
に
関

す
る
書
類
の
雛
形
や
手
伝
い
人
へ
の
賃
金
、
私
参
宮
、
臨
時
奉
幣
の

手
配
等
の
記
録
が
多
く
、
膳
の
詳
細
、
着
座
順
等
が
、
図
入
り
で
記

さ
れ
て
い
る
。
行
事
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
連
絡
先
、
年
礼
の
や
り

取
り
に
つ
い
て
の
覚
え
の
よ
う
な
加
筆
も
多
い
。
非
常
に
実
務
的
な

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
家
に
関
す
る
儀
礼
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、

神
職
と
し
て
の
出
仕
記
録
（
祝
詞
の
準
備
、
竃
木
の
手
配
、
服
装
等
）、

子
良
の
饗
応
に
つ
い
て
の
記
述
量
が
多
い
。
加
筆
の
仕
方
等
か
ら
、

何
年
か
に
渡
っ
て
参
照
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
途
中
か
ら
は
、
そ
の

日
の
天
候
な
ど
も
含
め
た
、
日
誌
的
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
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③�

『
年
中
行
叓
記
草
稿
』
明
治
十
四
年
か
ら
明
治
二
十
三
年

頃
か
？

　
『
年
中
行
叓
記
草
稿
』
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
年
代
等
が
記
さ
れ

て
い
な
い
。

　

本
文
中
に
、
尚
行
と
そ
の
妻
や
母
に
つ
い
て
の
記
述
が
認
め
ら
れ
、

尚
行
の
時
代
の
記
録
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
養
子
に

つ
い
て
の
記
述
も
あ
り
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
生
ま
れ
の
こ
の

少
年
が
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
頃
に
岩
井
田
を
名
乗
っ
て
い
る

書
簡
と
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
の
年
末
に
離
縁
し
た
こ
と

を
尋
常
小
学
校
に
届
け
た
「
異
動
届
」
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

明
治
十
四
年
か
ら
明
治
二
十
三
年
頃
ま
で
に
お
お
よ
そ
の
体
裁
が

整
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
尚
行
の
「
正
忌
日
」
に
つ
い
て

の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
尚
行
が
亡
く
な
っ
た
明
治
二
十
九

年
（
一
八
九
六
）
以
降
も
参
照
さ
れ
、
追
記
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
時
代
に
は
子
良
に
関
す
る
職
務
は
す
で
に
無
く
な
っ
て
い
る

た
め
、
子
良
に
関
す
る
記
述
は
無
く
、
献
立
や
膳
の
配
置
、
用
意
す

る
も
の
の
内
容
が
よ
り
詳
し
く
な
り
、
図
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
明
治
維
新
後
に
記
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
た
め
、
新
暦
と
旧
暦
の

併
用
や
、
家
族
に
関
す
る
行
事（
誕
生
祝
い
、
命
日
）、
明
治
維
新
後
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
祭
日
の
記
述
、
改
暦
後
の
変
更
点
に
つ
い

て
の
記
述
等
が
出
て
く
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
井
戸
の
水
替
、

煤
払
、
餅
搗
な
ど
は
、
年
男
、
家
来
、
雇
女
が
行
っ
た
が
、
こ
の
人

た
ち
に
出
す
食
事
や
謝
礼
に
つ
い
て
も
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
留
守
中
心
得
雑
記
』
に
比
べ
る
と
、
神
宮
改
革
後
の
資
料
で
あ

る
た
め
、
御
師
と
し
て
の
記
述
、
神
職
家
と
し
て
の
記
述
が
薄
く

な
っ
て
い
る
。

第
二
章
　
記
述
事
項
の
変
化

　

岩
井
田
家
は
、
物
忌
父
を
つ
と
め
た
家
柄
で
あ
る
た
め
、
他
の
禰

宜
と
は
職
分
も
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
の
分
析
も
重

要
な
問
題
で
あ
り
、
個
々
の
行
事
（
（
（

に
つ
い
て
も
詳
細
な
解
説
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
神
主
家
が
ど
の
よ
う
な
近
代
を

迎
え
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、
年
中
行
事
記
か
ら
、
神
職
と
し
て
の

活
動
に
関
す
る
部
分
、
御
師
と
し
て
の
活
動
に
関
す
る
部
分
を
、
思

い
切
っ
て
ふ
る
い
落
し
、
家
に
関
す
る
記
述
を
抽
出
し
て
み
よ
う
。

　

表
1
は
、『
内
宮
子
良
年
中
諸
格
雑
事
記
』『
留
守
中
心
得
雑
記
』

『
年
中
行
叓
記
草
稿
』
の
記
述
内
容
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
表

1
で
は
、『
年
中
行
叓
記
草
稿
』
の
項
目
が
ほ
と
ん
ど
空
欄
の
ま
ま

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他
の
二
点
と
異
な
っ
た
記
述
項
目
が
多

い
た
め
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
抽
出
す
る
こ

と
と
す
る
。
記
述
さ
れ
て
い
る
項
目
は
、
そ
の
時
点
で
書
き
と
め
る

必
要
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
記
述
が
な
い
こ
と
が
、

そ
の
行
事
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
に
留
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　表 1　岩井田家年中行事記に記述された諸行事
内宮子良年中諸格雑事記 留守中心得雑記 年中行叓記草稿

1月 元旦、7日、
15日

白散大御饌調進 　 　　

元旦未明 白散大御饌供進行事
1日 子良長官年禮 元旦 元旦御饌 　
2日ヨリ 子良殿初当番事 2日 大工削始

年礼（乳母ゟ串柿・朝熊
村年寄・下田辺村・地廻
り等より、親類へ樽）
はき初之事（年男之役
也）
「夜　神々江燈明　年
男行之」

3日 年礼のやりとり（神領
六カ村から、長官・親
類へ）

節分之行事
初卯日 卯杖祭行事

上中旬 撰吉日御竃木奉納之事
4日 三座申樂翁始之事 4日 「通り合

カツ

田
タ

大夫ゟ翁の
のふを奉ル由申来　当
方不参の由申遣ス」
年礼、年玉のやりとり

6日 岩井田家初連歌事 6日 岩井田連哥并伊勢海連
哥（岩井田連哥六日／
伊勢海連哥廿五日）

7日 宇治二郷子火之事 7日 御饌  
年礼・年玉のやり取り
（朝熊村、山田松尾大
夫、世木寺、有尓村）
夜　七草

8日 御子良母良節事 8日 子良節事
御奉行所年頭務之事

11日 三旬日交替之事 11日 　
御祓申初之事

14日 水量之次第事 14日 夜　燈明
14日、15日 粥御饌調進之事
15日 御竃木奉納之事 15日 御饌

御竃木奉納
小豆粥

16日、17日 宇治二郷弓祭事
正四七九月
各21日また
は26日

二郷年寄御祓事

2月 1日 鍬山神事 1日 鍬山伊賀■神事
9日 祈稔祭行事 9日 祈年祭
11日 春季神態事 11日 春季神態

3月 2日 桃花大御饌行事 2日 御饌
11日 山宮祭 11日 参宮

4月 初申日 荒木田氏神祭事 旧四月初
申日

氏神祭
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四六九月各
11日交替後

刀禰三度之事 11日 参

14日 風日祈宮祭礼事（御笠神
事）

14日 御衣

神御衣祭之事
5月 1日 大盛御供調進

5日 菖蒲大御饌調進之事
五月大子良様　祝飯

11日 楠部村へ　大御田祭用
　扇子、本笠、絵等

御神田植之事 14日 大御田祭
堅塩調進之事

6月 1日 熨斗鮑熨斗螺檜籠自国崎
調進事

15日 贄海神事（濱出）
興玉并御占神事

16日 切原村上分小麦之事 16日 政所祓　
由貴御饌調用物之事
河原御祓之事
由貴御饌宵暁供進事
御膳調様并取替之事
於摩加利取為替次第
於摩加利　并　祭具配分

17日 月次祭之事 17日 月次祭
18日 興玉宮比矢乃箒祭事
19日 瀧祭宮神態之事

月読伊弉諾ニ宮神態之事
20日 小朝熊社神態之事
22日 瀧原竝ニ宮祭禮之事
25日 伊雑宮祭禮之事

風日祈宮祭禮
晦日 輪越神事次第

7月 4日 風日祈神態柏流神事 4日 柏流神事
7日 井戸水替 7日 井戸替

8月 旧八月廿
一日

当町水神祭

旧八月十
五日　

鏡餅も月輪ニ備ル
古来芋団子ヲ備ルヨ
リ近年赤いもたんこ
を備ル

9月 8日、9日 菊華御饌供進 菊ノ御饌参勤政所代
11日 於御機殿奉織御衣事
12、3日頃 御膳米納所配分之事

明松取之事
14日 抜穂神事次第
14、15、16日 神御衣祭事

川良祓并稲札之事
有爾調進土器事

17日 神嘗祭之事
18 日 内御神態并荒祭宮祭禮事
19日～25日 別宮祭礼之事
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10月 1日 御稲奉納之事
9日 遠閏日ニ付　岩井寺ニ

　米壱舛　麩三品遣ス
事

15日 竃ぬり　
17日 新米神供并祝飯如常

晦日 黒米壱升　山神館ニ遣
ス

旧十月二
十日

夷子講

旧11月初
申日

氏神祭四月ノ如シ

11月 1日 大山神社神態之事
初申日 氏神祭 初申 氏神祭 旧11月初

申日
氏神祭

3日 天長節
7日 下舘町大山神へ御饌調

進
旧十一月
七日

山神

10日 神態神事
11日、12日 冬季神態之事 冬季神態

23日 新嘗祭
12月 8 日 大子良殿煤拂之事

11日 白米壱斗岩井寺へ遣ス
　年中時米也

13 日 13日 すゝ拂 13日 煤取
天和元年本宮依炎上日 同夜天如御炎上之当日

ニ付勢揃有之当方名代
一人宮中廻り子ら殿へ
相詰可申候事

15 日 贄海神事 15日 御占神事
興玉并御占神事

16日 川原祓神事 16日 　
有尓よりホフロク大小ニ
台受取
宵暁御餅

17 日 月次祭之事 17日 月次祭 17日 月次祭
18 日 内御神態并荒祭宮祭禮事

私御饌供進之事
18日 私御饌

（以下は、6月とほぼ同様
のため、簡略化した記述）
6月と同様に出納渡（御
稲、御塩、長箸、檜籠、熨斗
鮑、螺、松明、明シ松、有爾
土器等）

19日 月読宮詔刀出納内人江
渡

20日 小朝態神事
24日 餅搗
25日 風宮神事 25日 餅搗

大歳夜 本宮并豊受献御燈事
　『内宮子良年中諸格雑事記』の記述を基礎とし、『留守中心得雑記』および『年中行叓記草稿』から関
連事項を抽出した。
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　表 2　重複する行事
内宮子良年中諸格雑事記 留守中心得雑記 年中行叓記草稿

1月 4日 三座申樂翁始之事 4日 「通り合
カツ

田
タ

大夫ゟ翁ののふを奉ル
由申来　当方不参の由申遣ス」

6日 岩井田家初連歌事 6日 岩井田連哥并伊勢海連哥（岩井田
連哥六日／伊勢海連哥廿五日）

8日 御子良母良節事 8日 子良節事
15日 御竃木奉納之事 15日 御竃木奉納

2月 1日 鍬山神事 1日 鍬山伊賀■神事
9日 祈稔祭行事 9日 祈年祭
11日 春季神態事 11日 春季神態

3月 2日 桃花大御饌行事 2日 御饌
4月 初申日 荒木田氏神祭事 旧四月初申日 氏神祭

14日 神御衣祭之事 14日 御衣　祖承　参
5月 御神田植之事 14日 大御田祭執行　参勤
6月 17日 月次祭之事 17 日 月次祭
7月 4日 風日祈神態柏流神

事
4日 柏流神事

7日 井戸水替 7日 井戸替
9月 8日、9日 菊華御饌供進 菊ノ御饌参勤政所代
11月 初申日 氏神祭 初申 氏神祭 旧十一月初申 氏神祭

7日 下舘町大山神へ御饌調進 旧十一月七日 山神
11日、12日 冬季神態之事 冬季神態

12月 8日 大子良殿煤拂之事
13日 13日 すゝ拂 13 日 煤取

天和元年本宮依炎
上日

「同夜天如御炎上之当日ニ付勢揃
有之当方名代一人宮中廻り子ら殿
へ相詰可申候事」

15日 興玉并御占神事 15日 御占神事
17 日 月次祭之事 17 日 月次祭 17 日 月次祭
18 日 私御饌供進之事 18 日 私御饌

　『内宮子良年中諸格雑事記』、『留守中心得雑記』、『年中行叓記草稿』に共通して記述されている事項
を抽出した。

意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

行
事
の
多
く
な
る
一
月
、
六
月
、
九
月
、
十
二
月
の

記
述
量
は
、
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
十
二
月
に
つ

い
て
は
、
六
月
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
が
多
い
た
め
に
、

簡
略
化
さ
れ
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

　

表
2
は
、
二
点
以
上
の
資
料
に
記
述
が
あ
る
事
項
を

抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
一
月
の
項
を
見
て
み
る
と
、
表
1
で
は
、

お
よ
そ
二
〇
の
行
事
が
み
と
め
ら
れ
る
が
、
共
通
す
る

も
の
だ
け
を
抽
出
し
た
表
2
で
は
、
わ
ず
か
四
件
に
す

ぎ
な
い
。『
留
守
中
心
得
雑
記
』
で
は
、
年
礼
の
や
り

取
り
や
、
燈
明
を
と
も
す
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述

が
多
く
な
っ
て
い
る
。
表
2
の
四
件
も
、『
年
中
行
叓

記
草
稿
』
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
か
わ
り
に
家

庭
内
の
諸
神
に
供
え
る
供
物
や
家
庭
内
の
祝
飯
が
、
献

立
内
容
ま
で
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　

正
月
の
年
礼
は
、
神
拝
を
済
ま
せ
た
後
に
、
親
族
や

交
友
の
あ
る
家
に
年
賀
を
述
べ
に
ま
わ
る
も
の
で
、

『
宇
治
山
田
市
史
』（
宇
治
山
田
市
編
、
宇
治
山
田
市
役
所
、

一
九
二
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
神
官
の
場
合
は
、
身
分
相

当
の
装
束
で
ま
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
年
玉
と

し
て
差
樽
、
八
帖
（
美
濃
紙
、
あ
る
い
は
半
紙
二
帖
を
上
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包
し
て
水
引
を
か
け
、
田
作
を
熨
斗
の
代
わ
り
に
二
つ
つ
け
る
）、
扇
子
、

干
柿
、
牛
蒡
、
蜜
柑
、
手
拭
、
呉
服
、
太
物
な
ど
を
持
参
し
た
り
、

使
者
を
た
て
て
送
っ
た
。『
留
守
中
心
得
雑
記
』
に
は
、
こ
の
よ
う

な
贈
答
の
内
容
が
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
、
神
宮
の
祭
祀
に
関
す
る

記
述
は
減
っ
た
も
の
の
、
神
職
や
御
師
同
志
の
交
際
に
つ
い
て
の
記

述
の
厚
み
が
、
年
間
を
通
し
て
増
し
て
い
る
。『
留
守
中
心
得
雑
記
』

は
、
神
宮
で
の
職
務
を
遂
行
し
つ
つ
、
地
域
社
会
で
円
滑
な
人
間
関

係
を
築
く
た
め
の
記
録
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
御
師
と
し
て
の
実
務

は
手
代
が
行
っ
て
い
た
た
め
か
、
御
師
と
し
て
の
活
動
内
容
が
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、『
留
守
中
心
得
雑
記
』『
年
中
行
叓
記
草
稿
』
を
比
較
し
て

み
る
と
、
共
通
し
て
記
さ
れ
て
い
る
行
事
は
、
井
戸
替
や
煤
払
と

い
っ
た
実
務
的
作
業
と
、
氏
神
や
山
神
と
い
っ
た
地
域
の
祭
礼
に
関

す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。『
年
中
行
叓
記
草
稿
』
は
、
他
の
二
点

と
比
べ
る
と
家
庭
内
の
祭
祀
に
つ
い
て
の
記
述
が
圧
倒
的
に
多
く
、

ま
た
、
水
神
祭
、
夷
子
講
等
の
地
域
の
民
俗
行
事
に
つ
い
て
は
、
こ

の
資
料
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
二
点
で
は
、
八
月
の
行
事
が

全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
旧
暦
の
八
月
一
五
日
に
餅
を
供
え
た
こ

と
が
分
か
る
。
記
述
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
に
、
こ
れ
ら
の
行
事
が
行

わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
の
記
述
方
針
と
異
な
っ
た
た
め

に
記
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
、
実
際
の
宇
治
の
暮
ら
し
は
、

こ
れ
ら
三
篇
の
年
中
行
事
記
に
記
さ
れ
た
行
事
、
す
な
わ
ち
、
神
宮

に
関
す
る
年
中
行
事
、
御
師
と
し
て
の
年
中
行
事
、
宇
治
の
民
俗
と

し
て
の
年
中
行
事
、
個
々
の
家
の
年
中
行
事
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
総
合
的
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
家
庭
内
で
の
年
中
行
事

　
『
年
中
行
叓
記
草
稿
』
は
、
他
の
二
点
に
比
べ
る
と
、
家
庭
内
の

年
中
行
事
の
比
重
が
圧
倒
的
に
大
き
い
。
表
3
は
、『
年
中
行
叓
記

草
稿
』
か
ら
、
行
事
の
と
き
の
供
物
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分

を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

岩
井
田
家
の
場
合
は
、
行
事
の
際
に
は
、
大
黒
、
夷
子
、
竃
神
、

祖
神
、
金
神
、
方
主
、
宝
神
、
巳
の
神
に
供
え
物
を
し
た
よ
う
で
、

そ
の
供
え
方
が
図
入
り
で
記
さ
れ
て
い
る
。
資
料
1
と
資
料
2
は
、

氏
神
祭
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
、『
留
守
中
心
得
雑
記
』『
年
中
行
叓

記
草
稿
』
か
ら
、
そ
の
記
述
箇
所
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
氏
神

祭
は
春
と
秋
に
行
わ
れ
、
実
施
方
法
は
同
様
で
あ
る
。『
留
守
中
心

得
雑
記
』
は
十
月
か
ら
記
述
が
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
氏
神
祭
の
初
出

が
秋
に
な
る
た
め
、
十
一
月
の
実
施
分
の
み
が
図
解
さ
れ
て
い
る
。

両
資
料
を
比
べ
て
み
る
と
、
図
が
左
右
逆
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

お
お
む
ね
同
じ
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
後
に
記
さ
れ
た
『
年
中
行
叓

記
草
稿
』
の
方
が
、
説
明
も
細
か
く
、『
留
守
中
心
得
雑
記
』
で
加

筆
さ
れ
た
部
分
（
例
え
ば
、
用
意
す
る
も
の
と
し
て
「
小
豆　

壱
升
」
と

加
筆
す
る
な
ど
、
よ
り
詳
細
に
な
っ
て
い
る
）
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
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十
一
月 

一 

初
申
ノ
日 

氏
神
祭
之
祭
具 

 

異
筆

小
豆 

壱
升 

白
米 

五
升 

 

黒
米 

五
升 

大
根 

壱
把 

 

生
魚 

壱
尾 

 

鯛
か
鱒
か 

す
ゞ
き
ニ
而
も
よ
し 

 
 

鰹
節 

御
酒 

洗
米 

塩 
 

各
あ
り
合
ニ
而
よ
し 

祭
り
様 

八
寸
折
敷
ニ
は
た
ひ
き
土
器
ニ
盛
備
ル
事
壱
膳

四
寸
折
敷
小
壺
土
器
ニ
盛
備
ル
事
拾
三
膳
也
ふ
せ
つ
を
敷
其
上
に
案
ノ
板
を
五
脚
居
中
ノ
案

上
ニ
八
寸
折
敷
壱
膳
居
左
右
ノ
案
上
に
四
寸
折
敷
三
膳
ツ
ゝ
居
事
四
脚
左
之
頭
い
下
座
江
向
い
て
案
ノ
板
壱
脚
又
居
ふ
せ
つ
あ
り
此
案
ニ
四
寸

折
敷
壱
膳
居
御
神
酒
三
献
也
壱
献
毎
ニ
八
拝
八
平
手
あ
り
相
終
り
而
後
中
八
寸
ノ
膳
を
下
ケ
祭
主
直
会
也 

但
し
直
会
之
時
八
寸
折
敷 

右
祭
主
者
横
地
殿
相
頼
可
申
事 

□
□
□

□
□
□

床

水
酒
備
ル
如
此

神
酒
備
ル
如
此

玄
米
五
升

大
根
居
台

小
豆
壱
升

白
米
五
升

魚
居
台

三 初 弐

米

弐
献

初
献

三
献

如
此
壱
膳

八
寸
折
敷
御
箸
檜
短
は
し

土
器

は
た
ひ
き

如
此
三
膳

四
寸
折
敷
御
箸
同
上

土
器

小
つ
ぼ

□ □ □

祭 主 座

鰹節塩

酒酒酒

ふ志

（

）

酒酒酒

米

資料 1　氏神祭の実施方法（『留守中心得雑記』）
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資料 2　氏神祭の実施方法（『年中行叓記草稿』）

 

 

旧
四
月
初
申
日

　氏
神
祭

　
　用
意
品

　
　
　白
米
五
升

　
　玄
米
五
升

　
　小
豆
壱
升

　
　
　大
根
壱
把

　
　生
魚
壱
尾

　
　神
酒
二
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　但
鯛
か
鱒
也

　
　
　洗
米
弐
合

　
　塩
半
合

　
　
　削
鰹
節

　
　備
へ
様
ノ
図

 

　八
寸
折
敷
ニ
は
た
ひ
き
土
器
ニ
盛
備
ル
事
壱
膳
、
四
寸
折
敷
小
つ
ぼ
土
器
ニ
備
ル
事
拾
四
膳
也
、
先
日
敷
設
ヲ
儲
ケ

其
上
ニ
案
ヲ
居
フ
、
南
面
五
脚
東
面
壱
脚
也
、
此
五
脚
ノ
中
央
ノ
案
ニ
八
寸
折
敷
ノ
分

　壱
膳
ヲ
供
フ
是
高
祖
ノ
分
也
、
左
右
四
ニ
四
寸
折
敷
三
膳
ツ
ゝ
合
拾
弐
膳
供
ツ
ゝ
是
代
々
祖
神
ノ
料
也
、
東
面
ノ
壱

脚
ニ
四
寸
折
敷
弐
膳
供
フ
是
又
母
ノ
料
也
、
又
西
南
隅
ニ
生
魚
、
大
根
、
米
等
図
ノ
如
ク
供
フ
、
皆
敷
設
ヲ
敷
ク
供
ヘ

終
テ
初
献
ハ
拝
八
平
手
ニ
献
奉
拝
手
壱
端
、
三
献
同
上
、
終
テ
中
央
ノ
御
膳
ヲ
下
ケ
祭
主
直
会
ス

　但
し
別
膳
ニ
移
ス

事
而
徹
ス

壱
升 

重
箱 

二
盛 

 玄米  

但 

壱
把
タ
バ
ナ
リ 

五
升 

七
勺
入 

小
盛 

  

同  

祭
主
座 

着
用
直
垂 

床  

米 白 

小
豆 

 大根  生魚 

洗
米 

鰹 塩 

酒酒酒 

二
献
目 

初
献 

 

三
献
目 

 

膳 壱 此 如 

酒 酒 酒 

米 

鰹 塩 
膳 四 十 此 如

八
寸
折
敷 

箸
ハ
桧
短
箸 

土
器
ハ
タ
ヒ
キ 

四
寸
折
敷 

御
箸
同
上 

土
器
小
つ
ぼ 

上

一 

同
日
諸
神
ヘ
洗
米
削
鰹
節
神
酒
等
備
ル 

□ 
 

 
 
 
 
 

御
霊
様 

間
神 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

此
折
敷
一 

 
 

此
折
敷
一 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

戎
子
大
黒
神 

 
 
 
 
 
 

此
分
ハ
土
器
箸
ナ
シ 

居
間
神 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

荒 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神 

 

此
折
敷
二 

 
 
 

此
折
敷
四
ツ 

 
 
 
 
 
 
 

此
折
敷
一
ツ 

同
日
祝
飯 

 

小
豆
め
し 

 
 
 

汁 
 

鱠 

鰹
ふ
し 

 
 

焼
物 

魚 
 
 
 

大
こ
ん 

右
小
豆

米

焼
物
其
外
汁
の
身
迄
今
日
之
直
会
ヲ
用
ユ

仍
而
諸
神
ヘ
ハ
備
ル
事
な
し 

洗
米
神
酒
ヲ
以
前
書
之
如
ク
備
ル
而
己 

    酒

酒酒酒

酒

鰹

鰹 

鰹

鰹 

鰹 鰹

鰹 

米 米 米 

     米 

米

米 米 

米 

米 米 

土
器
ナ
シ 

土
器
ナ
シ 
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　表 3　家庭内の祭祀とその供物
月日 行事名 対象 方法 内容

一月一
日

朝 朝神供并
祝飯せん
の物と云

大国、夷子 十二膳（神折敷へ直ニ
盛 但し 壱膳ニ弐所
ツゝ盛）

もち、あられ、い
も（ 角 切 ）、 菜
（但し　味噌煮）

【家内分：高膳ニ而据ル】小
丸もち（神餅ノ直会也）、か
んの物（いも輪切り、菜）、
土器（田作　弐、大こん漬弐
切）

竃神 壱せん 神折敷へ直ニ
盛 但し 三ヶ所ニ盛

祖神 壱せん（八寸折敷ニ供
也小土器ニ盛 但し 餅 
三盛／神酒 三盛 箸ヲ
添／田作 三盛）

もち、あられ、い
も（ 角 切 ）、 菜
（但し　味噌煮）、
神酒

金 神、 方
主、宝神

己の神 壱せん（神折敷ニ盛 
小土器ニ盛 但し 餅壱
盛／雉 壱盛 箸添／田
作 七ツ盛）

夕 神供 「今朝の如し」 膾、田作、飯（白
めし）、神酒、大
こん

【家内】飯、鱠（同前）、焼物
（いわし）、汁（ミそ汁）等也竃神 鱠酒なし

大国夷子 酒なし
祖神、巳の
神、金神等

飯（高盛）

夜 燈明
　　
　　
　　　
　　　　
　
　

諸神　十二 案ノ板ニ弐行六ツツゝ
備ル

大国夷子 弐台ニ居ル
祖神 弐同
金神 弐同
巳の神 ■ル餅
せつゐん　
弐ヶ所

壱ツゝ ■神折敷ニ据
ル

一月二
日
　
　

朝 せんの物
　

昨日之如シ

夕 昨日之如シ 但し こど
り鱠

焼物（魚あら） 　

夜 燈明　 昨日之如シ
一月三
日

朝 せんの物
　

昨日之如シ

夕 祝 昨日之如シ 但し 柿な
ます

焼物なし、煮込平
蓋、平（にんし
ん、大こん、い
も、こんにゃく、
ごぼう）

　

夜 燈明　 昨日如シ
一月六
日

夕 神供及祝
飯　

前之通り 但し鱠ハ平
鰹也 焼物干鰯也

「本日ゟ大黒夷子四膳ツゝ可
備ル」

夜 燈明 前之通リ
一月七
日

朝 神供 右備之様二日の如し 菜粥（粥柱餅　但
しあられ）、神酒

【家内祝飯】菜粥、土器（田
作弐）、汁（大こん醤油汁　
はちはちと云）、小皿（こふ
の物弐切）
「菜及びなづな等　前日年男
持参スル事」

夕 門飾取払
候事

　 酒 年男勤仕　但し古来ハ十四日
夕取計候処　当今ハ今夕取払
候事　旦又古来ハ今夕祝飯有
之　近来無之ニ付かつのこ煮
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豆等也。男に酒。
〈朱書〉「十四日夕ナリシ故祝
飯アリ今モ十四日夕ハ祝ア
リ」

一月十
四日

夕 神供祝飯 如六日
夜 燈明 前々之通也

一月十
五日

朝 神供 供へ方五日の如シ 小豆粥 【家内祝】小豆粥（粥柱家内
節餅ヲ用ゆ）。はちはち等七
日の如し。

一月廿
日

あん餅祝 「本日神供無之家内計
祝也」

　 「万歳　セち餅也　金壱ふ弐
匁。古来ハ米壱升　相調也」

竃神 「但し竃神節餅ヲ用ュ」
旧四月 初

申
日

氏神祭
　
　　　

八寸折敷ニはたひき土
器ニ盛備ル事壱膳、四
寸折敷小つぼ土器ニ備
ル事拾四膳也、先日敷
設ヲ儲ケ其上ニ案ヲ居
フ、南面五脚東面壱脚
也、此五脚ノ中央ノ案
ニ八寸折敷ノ分

白米五升、玄米五
升、小豆壱升

【祝飯】小豆めし、汁、鱠（鰹
ふし、大こん）、焼物（魚）
右小豆、米、焼物其外汁の身
迄今日之直会ヲ用ユ、仍而諸
神ヘハ備ル事なし。

壱膳ヲ供フ是高祖ノ分
也、左右四ニ四寸折敷
三膳ツゝ合拾弐膳供
ツゝ是代々祖神ノ料
也、東面ノ壱脚ニ四寸
折敷弐膳供フ是又母ノ
料也、又西南隅ニ生
魚、大根、米等図ノ如
ク供フ、皆敷設ヲ敷ク
供ヘ終テ初献ハ拝八平
手ニ献奉拝手壱端、三
献同上、終テ中央ノ御
膳ヲ下ケ祭主直会ス但
し別膳ニ移ス事而徹ス

大根壱把、生魚壱
尾（但鯛か鱒）、
神酒二合、洗米弐
合、塩半合、削鰹
節

居間神 此折敷一 酒 3、鰹節 3、米
3、箸一膳、土器

洗米神酒ヲ以前書之如ク備ル

居間神 此折敷二 酒、鰹節、米、箸
一膳、土器

御霊様 此折敷一 酒 3、鰹節 3、米
3、箸一膳、土器

戎子大黒神 此折敷四ツ 此分ハ土
器箸ナシ

（鰹節 2、米 2）

荒神 此折敷一ツ 此分ハ土
器箸ナシ

（米 3）

六月十
七日

月次祭 祝飯白めし神供如常

七月七
日　

井戸替 井戸神 神ノ折敷ニ盛 鰹ふし一本、神酒
一盛、洗米一盛

家来三人年男ヲ除ク
〈朱書〉近来料捨弐銭五厘ツゝ
遣ス古来ハ無料ノ処六銭弐リ
五毛遣シ又近来十弐銭五リ遣
ス也　五十銭ト改ム　十七八
年比ゟ十銭ナリ
〈朱書〉去年旧七月七日／伊
平清吉郎、庄兵衛／朝計、ヒ
ルにうめん、干魚、菜（魚一
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切、なすひ）、酒
朝飯夕飯見計　廿七年ヨリ廿
銭ツゝ遣ス　中飯煮温酒。す
み酒、茄子、筍。酒出す。十
銭ツゝ遣ス。

旧八月
廿一日

当町水神
祭

当日酒一升　若者へ遣ス。翌
日御備物分配ノ節　　壱曳五
厘初穂遣ス。
＜朱書＞十七年　十七年九月
四日旧七月十五日　酒一升代
　十七年九月初穂壱銭遣ス　
誤り也□来一銭弐厘トスヘシ
十八年八月二十四日旧七月十
五日也　酒一升代廿銭遣ス

旧八月
一日

粟餅備ル 諸神 十七年旧八月一日祖神計備ル
盛ハ大国竃神　居間ノ神共備
ヘ然事　〈朱書〉旧例ハ如斯
諸神備ル也

旧八月
十五日

　　　　
　　　　
　　　　

鏡餅も月輪ニ備
ル。
古来芋団子ヲ備ル
ヨリ近年赤いもた
んこを備ル。

十月十
七日

新米神供
　并　祝
飯

如常

旧十月
二十日

夷子講 掛鯛一掛　夷子棚
ニ備ル。但古来祝
飯アリ当時ナシ。

旧十月
十一日
　初申

氏神祭 四月ノ如シ

十一日
三日

天長節 本日天長節ノ処　尚行正忌日
ニ付祝なし　

旧十一
月七日

山神備物 舘町山神  小豆めし　素盛
候、海老押割半尾

家内祝飯如常

　 宅神  
十一月
廿三日

新嘗祭 神供祝飯如常。
但し折敷ヲ用ユ。

十二月
十三日

煤取 年男一人、御家来一人、女一
人に銭。

十六日 朝 類■歳 ■子ノ朔日ト云
祝飯 一月七日ノ如シ。
本日高膳用ユ。

芋粥（茶粥）、削鰹、
田作代■（改暦後
田作■ル■也）

大国夷子 常の如く四せん也 〈朱書〉近年相改メ諸神ヘ備ヘ
昼 汁、にしめ（い

も、たこ、大こ
ん）、茶漬、酒、
こん布う、煮魚、
汁、鱠（古来ハ汁
膾さは鰯也）

古来ハ魚一切大こんノ粕汁
也。常飯不調改暦後粕ノ調ヒ
■ル故也

夕 酢がき位ニ而酒呑ス事
十二月
十七日

月次祭 祝飯白飯如常
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十二月
廿五日

餅搗
　

当日□飯神供無之 年男一人、御家来四人、雇女
一人。
朝：しらめし、ひる：もち・
にしめ・大こん、夕：さけ、
魚煮付、干魚（かつのこ）

諸神 神供如常 　 小豆めし、鱠一身、汁　一切、
めし、大こん輪切

　1　�『年中行叓記草稿』の記述から、家族の誕生日、年忌等を除き、行事・供物とその対象等について
抽出した。				  

　2　出来る限り、史料中で用いられている仮名遣いのまま記載した。

た
、『
留
守
中
心
得
雑
記
』
で
は
図
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
膳
の
配

置
図
等
も
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

家
庭
内
の
祭
祀
に
つ
い
て
の
記
述
が
増
え
た
こ
と
の
他
に
、
家
族

に
関
す
る
記
念
祭
（「
正
忌
日
」
の
霊
神
祭
、
誕
生
日
の
祝
い
）
に
つ
い

て
の
記
述
が
あ
る
の
も
、『
年
中
行
叓
記
草
稿
』
の
特
徴
で
あ
る
。

　

表
4
は
、
霊
神
祭
に
つ
い
て
の
記
述
の
み
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ

る
。
尚
行
の
母
と
は
、
徳
輝
の
妻
で
あ
る
信
子
を
指
し
、
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）
六
月
十
八
日
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
時
は

旧
暦
で
あ
っ
た
た
め
、
七
月
一
四
日
に
霊
神
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
十
一
月
三
日
に
「
本
日
天
長
節
ノ
処　

尚
行
正
忌
日
ニ
付
祝

な
し
」「
霊
祭
如
七
月
」
と
あ
り
、
尚
行
の
霊
神
祭
も
信
子
の
場
合

と
同
様
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
個
人
の
誕
生
日
を
祝
う
記
述
が
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
た

い
。
表
5
は
、
誕
生
日
を
祝
う
記
述
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
誕

生
日
が
祝
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
尚
行
」、「
政
太
朗
」、「
昌
光
」、

「
こ
ま
」
の
四
名
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
尚
行
」
と
は
当
時
の
岩
井
田
家
当
主
で
あ
る
。
生
ま
れ

た
日
は
「
天
保
十
年
四
月
十
八
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
生
ま
れ

た
時
は
旧
暦
が
使
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、
新
暦
に
換
算
し
て
五
月
三

十
日
に
祝
い
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
政
太
朗
」
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
三
月
二
十
七
日
生
ま
れ

で
、
生
ま
れ
た
時
に
は
す
で
に
改
暦
後
だ
っ
た
た
め
、
三
月
二
十
七

　表 4　家族の正忌日
月日 行事名 内容

七月十四日 尚行母正忌日 霊神祭 水、草菜、餅、箸（外ニ海老
鮑ノ類ニ一品適宜備ル事）
酒、干魚、餅、海菜、餅
酒、野草、飯、生魚、飯
酒、木菜、飯
塩

臨時祭ニハ魚弐種菜弐種ヲ増加ス
本日墓参相勤ル榊ハ年男へ申入兼而用意
ス

十一月三日 尚行正忌日 霊神祭 霊祭如七月 「本日天長節ノ処 尚行正忌日ニ付祝なし」
　『年中行叓記草稿』より抽出して作成。
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　表 5　誕生日の供物
実施日（新暦） 行事名 対象 方法 誕生日

三月二十七日 政太郎誕生日（諸神） 諸神供進如常 小豆めし 神酒 鱠也 明治八年三月二十七
日

「産霊神供物」但し土器なし神折
敷ニ直ニ盛ナリ

丸握リ飯 三ツ／丸
石 三ツ／鱠 三ツ

五月三十日 尚行誕生日 神供祝飯三月廿七
日之如シ 天保十年四月十八日

六月廿一日 昌光誕生日 五月丗日ノ如シ

九月八日 駒誕生日 神供祝飯　三月廿
七日ノ如シ

天保十五年八月十四
日也

　『年中行叓記草稿』より抽出して作成。

日
に
祝
い
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
人
物
は
、
岩
井
田
家
資
料

の
書
簡
類
か
ら
推
察
す
る
と
、

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
頃
か

ら
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）

頃
ま
で
岩
井
田
家
で
養
子
と
な

り
、
岩
井
田
政
太
朗
を
名
乗
っ

て
い
た
人
物
の
よ
う
で
あ
る
。

明
治
二
十
三
年
の
年
末
に
岩
井

田
家
の
戸
主
を
辞
し
、
実
家
で

あ
る
孫
福
家
に
復
籍
し
て
い
る

が
、
岩
井
田
姓
を
名
乗
っ
て
い

た
間
は
、
誕
生
日
の
祝
い
が
行

わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
六
月
二

十
一
日
生
ま
れ
の
「
昌
光
」
と

い
う
人
物
に
つ
い
て
も
誕
生
日

を
祝
っ
て
い
る
。
こ
の
人
物
に

つ
い
て
は
、
岩
井
田
家
の
誰
か

の
幼
名
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
が
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
が

分
か
ら
な
い
（
（
（

。

　
「
こ
ま
」
は
、
駒
子
と
記
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
尚
行
の
継
室
で
あ
る
。
天
保
十
五
年
（
一
八

四
四
）
八
月
十
四
日
生
ま
れ
で
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
十
一
月
十

六
日
に
八
三
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
生
ま
れ
た
時

は
旧
暦
が
使
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、
新
暦
に
換
算
し
て
、
九
月
八
日

に
祝
い
を
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

尚
行
氏
に
実
子
は
な
く
、
尚
行
の
姉
は
、
こ
の
こ
ろ
に
は
す
で
に

嫁
ぎ
、
兄
弟
は
早
く
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
詳
細
が
不
明
な
昌

光
を
除
く
と
、
尚
行
、
こ
ま
、
政
太
朗
が
岩
井
田
家
の
全
員
だ
っ
た

よ
う
で
岩
井
田
家
で
は
、
明
治
十
五
年
前
後
か
ら
家
族
の
誕
生
日
を

祝
う
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

結
　
神
主
家
の
近
代

　

三
つ
の
年
中
行
事
記
を
比
較
し
た
場
合
、
記
載
さ
れ
る
行
事
の
性

格
の
違
い
以
外
に
目
立
つ
変
化
は
、『
年
中
行
叓
記
草
稿
』
が
新
暦

で
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

改
暦
に
よ
っ
て
、
旧
暦
の
ハ
レ
の
日
が
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
国
の

祝
祭
日
が
制
定
さ
れ
た
。
五
節
句
と
盆
の
代
わ
り
に
、
明
治
六
年

（
一
八
七
三
）
十
月
十
四
日
、
新
た
に
元
始
祭
、
新
年
宴
会
、
孝
明
天

皇
祭
、
紀
元
節
、
神
武
天
皇
祭
、
神
嘗
祭
、
天
長
節
、
新
嘗
祭
が
祝

祭
日
と
な
り
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
か
ら
は
、
春
・
秋
の
皇

霊
祭
が
加
わ
っ
た
。『
年
中
行
叓
記
草
稿
』
で
は
、
こ
の
う
ち
、
天

長
節
（
（（
（

と
新
嘗
祭
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。
新
嘗
祭
に
つ
い
て
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は
、
十
月
十
七
日
（
新
暦
）
に
「
新
米
神
供
」
と
の
記
述
も
あ
り
、

祝
祭
日
の
制
定
前
か
ら
、
家
庭
内
で
新
嘗
祭
に
あ
た
る
何
ら
か
の
祭

祀
が
行
わ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

旧
暦
の
ま
ま
で
行
う
行
事
に
は
、「
旧
」
と
特
記
し
て
記
さ
れ
て

い
る
。
旧
暦
の
ま
ま
行
わ
れ
て
い
た
行
事
は
、
氏
神
や
山
神
の
祭
祀

の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
民
俗
」
行
事
で
あ
る
。
ま
た
、
改
暦
前
に
生

ま
れ
た
り
、
亡
く
な
っ
た
家
族
の
記
念
祭
は
、
旧
暦
を
新
暦
に
換
算

し
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
、
新
暦
を
基
本
と
し
つ
つ

も
、
旧
暦
の
世
界
も
な
お
、
併
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
個
人
の
誕
生
日
の
扱
い
は
注
目
に
値
す
る
。
貴
人
の
誕
生

日
を
祝
う
と
い
う
例
（
（（
（

は
あ
っ
た
も
の
の
、
日
本
の
民
俗
の
中
に
は
、

初
誕
生
の
祝
い
を
除
い
て
、
誕
生
日
を
特
別
な
日
と
し
て
祝
う
風
習

は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
段
階
で
す
で
に

一
歳
と
数
え
、
正
月
の
年
取
り
で
、
皆
い
っ
せ
い
に
一
つ
ず
つ
年
を

取
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
を
と
る
の
は
正
月
で
あ
り
、
個
々
人
の
誕

生
日
が
加
齢
の
基
準
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

誕
生
日
を
祝
う
た
め
に
は
、
個
人
の
出
生
日
が
限
定
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
生
年
月
日
を
記
し
た
身
分
登
録
簿
の
有

無
の
影
響
は
大
き
い
。
壬
申
戸
籍
が
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
公

布
さ
れ
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
施
行
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
出

生
や
死
去
等
の
届
け
が
義
務
化
さ
れ
る
と
、
生
年
月
日
が
限
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
誕
生
日
を
も
っ
て
加
齢
す
る
と
い
う
こ
と
が
一
般

的
に
な
っ
た
。
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
に
年
齢
を
満
年
齢
で

数
え
る
と
す
る
法
改
正
（「
年
齢
の
と
な
え
か
た
に
関
す
る
法
律
」）
が

あ
り
、
満
年
齢
で
数
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
岩
井
田
家
の

場
合
は
、
亡
く
な
っ
た
日
だ
け
で
な
く
、
生
ま
れ
た
日
が
分
か
っ
て

い
る
人
も
多
く
、
出
生
日
の
特
定
が
戸
籍
制
度
の
有
無
が
絶
対
条
件

と
は
言
え
な
い
。
な
お
、
出
生
日
が
特
定
さ
れ
て
い
た
岩
井
田
家
で

も
、
年
齢
は
数
え
年
で
数
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

誕
生
日
を
祝
う
風
習
は
明
治
期
に
流
入
し
て
く
る
西
洋
風
俗
の
一

つ
と
し
て
、
流
入
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、『
明
治
大

正
世
相
風
俗
史
』『
明
治
大
正
風
俗
流
行
語
』『
明
治
大
正
世
相
語
辞

典
』
な
ど
に
、
そ
の
痕
跡
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
（
（（
（

。
誕
生
日

に
人
を
招
い
て
祝
う
と
い
っ
た
風
習
は
大
正
期
、
昭
和
初
期
に
お
い

て
も
一
般
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
般
化
す
る
の
は
戦
後
に
な
っ
て

か
ら
と
言
わ
れ
る
。
岩
井
田
家
の
例
は
、
誕
生
日
に
産
霊
神
や
諸
神

に
供
物
を
供
え
る
と
い
う
も
の
で
、
人
を
招
い
た
「
誕
生
パ
ー

テ
ィ
ー
」
で
は
な
い
も
の
の
、
何
ら
か
の
形
で
誕
生
日
を
祝
う
と
い

う
こ
と
が
明
治
期
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
記

録
で
あ
る
。

　

記
述
さ
れ
た
個
々
の
行
事
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
、
研
究
と
し
て
は
不
完
全
な
段
階
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

性
格
と
時
代
の
異
な
る
三
点
の
年
中
行
事
記
の
記
述
項
目
の
比
較
を

行
い
、
明
治
維
新
後
の
近
代
化
の
中
で
の
改
暦
へ
の
対
応
、
家
庭
内
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祭
祀
の
重
視
、
家
族
の
記
念
祭
の
実
施
に
関
す
る
事
例
等
を
抽
出
し

た
。
特
に
、
個
人
の
誕
生
日
を
祝
う
と
い
う
行
為
が
、
西
洋
的
発
想

を
日
本
的
に
解
釈
し
た
結
果
で
あ
る
の
か
、
も
と
も
と
、
日
本
、
あ

る
い
は
伊
勢
の
発
想
と
し
て
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検

討
課
題
で
あ
る
。

註（1
）　

一
般
的
に
、
有
力
な
寺
院
・
神
社
の
周
辺
に
、
参
拝
客
を
相
手
に

す
る
商
工
業
者
が
集
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
町
は
門
前

町
と
呼
ば
れ
る
が
、
神
社
の
場
合
は
、
鳥
居
前
町
と
も
い
う
（
藤

本
利
治
『
門
前
町
』
古
今
書
院
、
一
九
七
〇
年
）。

（
2
）　
「
岩
井
田
家
資
料
」
は
、
①
御
師
活
動
、
②
御
師
廃
絶
後
の
殖
産

興
業
・
下
宿
業
、
③
神
宮
（
大
物
忌
父
・
子
良
、
世
木
寺
訴
訟
関

係
史
料
等
の
長
官
禰
宜
の
被
官
公
文
関
係
資
料
、
神
宮
遷
宮
行
事
、

大
麻
等
）、
④
家
乗
（
書
簡
、
年
中
行
事
、
冠
婚
葬
祭
等
の
記
録
、

什
器
等
）、
⑤
掛
け
軸
・
屏
風
（
神
宮
祠
官
、
画
家
な
ど
伊
勢
の

名
士
の
も
の
を
含
む
）
に
関
す
る
資
料
か
ら
な
っ
て
い
る
。
時
代

的
に
は
、
中
世
の
も
の
も
含
む
が
、
近
世
か
ら
昭
和
十
年
代
に
か

け
て
の
も
の
が
中
心
で
、
保
管
状
況
か
ら
考
え
る
と
数
回
に
わ

た
っ
て
類
別
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
冊
子

等
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
四
三
四
点
が
、
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）

に
神
宮
文
庫
に
寄
贈
さ
れ
、
西
川
順
土
氏
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
。

そ
の
残
余
の
部
分
に
つ
い
て
の
調
査
は
、
平
成
二
十
五
年
（
二
〇

一
三
）
現
在
、
筆
者
を
含
む
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
継
続
中
で
あ
る
。

（
3
）　

神
宮
司
庁
編
『
増
補
大
神
宮
叢
書
十
四　

神
宮
年
中
行
事
大
成　

後
篇
』
昭
和
十
四
年
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
所
収
。

（
4
）　

岩
井
田
家
所
蔵
資
料
の
中
に
、
該
当
す
る
資
料
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
5
）　

徳
輝
の
葬
儀
記
録
に
つ
い
て
は
、
伊
勢
市
史
・
民
俗
編
の
編
さ
ん

事
業
（
二
〇
〇
一
年
度
～
二
〇
〇
八
年
度
）
の
一
環
と
し
て
調
査

を
行
い
、
翻
刻
を
行
っ
て
い
る
。（
濱
千
代
早
由
美
「
幕
末
期
に

お
け
る
伊
勢
神
宮
師
職
の
葬
儀　
『
一
﨟
得
輝
神
主
御
逝
去
ニ
付

萬
控
』、『
徳
輝
神
主
列
帳
』」『
三
重
県
史
研
究
』
第
二
二
号
、
生

活
文
化
部
文
化
振
興
室
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
、
二
〇
〇
七
年
、

六
一
～
八
〇
）。

（
6
）　

孫
福
弘
孚
は
、
一
時
期
、
岩
井
田
姓
を
名
乗
っ
た
少
年
の
後
見
人

に
な
っ
て
お
り
、
岩
井
田
家
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

（
7
）　

資
料
中
に
「
徳
輝
」
の
名
が
出
て
く
る
が
、「
先
例
」
と
し
て
既

存
の
年
中
行
事
記
等
か
ら
転
記
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様

の
年
中
行
事
記
は
他
に
も
ま
と
め
ら
れ
た
よ
う
で
、
天
保
期
の
も

の
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　

年
中
行
事
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
稿
を
改
め
て
扱
う
必
要
が
あ
る

が
、『
宇
治
山
田
市
史
』（
宇
治
山
田
市
編
、
宇
治
山
田
市
役
所
、

一
九
二
九
年
）、『
伊
勢
信
仰
と
民
俗
』（
井
上
頼
寿
、
神
宮
司
庁

教
導
部
、
一
九
九
五
年
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）　

明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
の
昌
光
宛
の
書
簡
が
残
っ
て
お
り
、

孫
福
、
龍
、
横
地
、
春
木
と
い
っ
た
御
師
ら
が
こ
の
人
物
に
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
10
）　

尚
行
の
正
忌
日
で
あ
る
た
め
、
尚
行
が
亡
く
な
っ
た
後
は
霊
神
祭

を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
11
）　

明
治
期
の
変
化
と
し
て
、
天
皇
誕
生
日
を
祝
う
天
長
節
が
復
活
し
、

祭
日
と
し
て
盛
大
に
祝
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
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る
（
和
田
英
松
「
誕
生
日
の
祝
」『
誕
生
日
の
祝
・
冠
礼
の
変
遷
・

食
膳
史　

婚
姻
に
関
す
る
法
規
風
俗
・
玩
具
と
民
俗
』
雄
山
閣
、

一
九
三
〇
年
、
一
―
一
二
）。『
続
日
本
紀
』
に
は
、
奈
良
時
代
に

光
仁
天
皇
の
誕
生
日
が
祝
わ
れ
て
い
る
記
録
が
あ
る
が
、
奈
良
朝

以
降
、
平
安
、
鎌
倉
期
に
祝
わ
れ
た
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
室

町
時
代
に
後
奈
良
天
皇
、
正
親
町
天
皇
の
誕
生
日
が
祝
わ
れ
た
が
、

小
宴
で
あ
り
、
さ
ほ
ど
盛
大
で
は
な
か
っ
た
（
小
川
了
「
伝
統
的

子
供
文
化
の
再
生
＝
誕
生
日
」
井
上
忠
司
編
『
現
代
日
本
文
化
に

お
け
る
伝
統
と
変
容
四　

都
市
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
ド
メ
ス
出
版
、

一
九
八
八
年
、
三
二
）。

（
12
）　

小
川
了
「
伝
統
的
子
供
文
化
の
再
生
＝
誕
生
日
」
井
上
忠
司
編

『
現
代
日
本
文
化
に
お
け
る
伝
統
と
変
容
四　

都
市
の
フ
ォ
ー
ク

ロ
ア
』
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
八
年
、
三
二
。

附
記
一　

本
研
究
は
、
伊
勢
市
史
・
民
俗
編
の
編
さ
ん
事
業
（
二
〇
〇
一

年
度
～
二
〇
〇
八
年
度
）、
財
団
法
人
福
武
学
術
文
化
振
興
財
団
助
成

（
平
成
二
十
二
年
度
）
に
よ
る
調
査
・
研
究
、
な
ら
び
に
平
成
二
十
三

年
度
～
二
十
五
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助

成
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
一
般
）「
近
代
の
伊
勢
神
宮
改
革
と
御
師
制

度
廃
止
に
伴
う
伊
勢
信
仰
の
相
克
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
研
究
代

表
：
櫻
井
治
男　

課
題
番
号
二
三
五
二
〇
〇
八
八
）
に
よ
る
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

附
記
二　

資
料
の
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
故
櫻
井
勝
之
進
氏
、
な
ら
び
に

櫻
井
治
男
氏
よ
り
、
大
い
な
る
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

附
記
三　

現
御
当
主
で
あ
る
岩
井
田
尚
正
氏
に
は
、
多
大
な
る
ご
理
解
と

ご
協
力
を
得
て
、
調
査
を
継
続
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

（
皇
學
館
大
学
・
帝
塚
山
大
学
非
常
勤
講
師
）


